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給与改定までの流れ

8月
人事院勧告

人事院から
「公務員の給与を上げる
（下げる）べき」

と勧告

11月～12月
子ども・子育て
支援等分科会

公定価格の改定率が決定

～3月
当年の人勧分の

支払い

施設が職員に
人勧分を支給

これまでの改定の歴史と実績報告までの対応について

左図にあるように、これまでの人件費の改定状況部分については、

平成26年：2.0％ 平成27年：1.9％といったように年間で0～2％の上昇となっており、

人事院勧告の状況によっては、0％や減額改定の年もありました。

一方でこの数年間は物価高騰により地域別最低賃金の上昇幅が拡大している影響もあり、

人勧分の改定率が高くなる傾向となっており、令和6年は過去最高の10.7％、令和7年度も

5.3％とこれまでの歴史と比較すると大きな改定率となっております。

また、令和2年度から処遇改善等加算の実績報告の様式が変更となり、起点賃金水準の考え

方が変わったことにより、自治体も人勧分がきちんと給与に反映されているかを確認しやす

くなっています。さらに、令和7年度からは処遇改善等加算が1本化された影響により、実績

報告書の様式も変更となることから、適正に職員に改善するだけではなく自治体への実績報

告も実態を反映して行う必要があります。

本DMでは制度が複雑で施設も自治体も混乱しやすい人件費の改定状況部分（人勧分）に

ついて、計算方法や処遇改善等加算1本化後の報告の流れ、配分事例等をお伝えいたします。

これまで人勧分についてよくわからず自治体の言われるがままに支払ってきた。本来は職員

給与にきちんと反映されているはずなのにさらに大きな金額を支給するように指導された。

なぜか実績報告を行うと残額が発生してしまう等、人勧分に関する課題感や困りごとを解決

するための一つの手段としてご活用いただけますと幸いです。

また、3月には人事院勧告分にどのように対応していくべきかを、金額の積算・職員への支

給・実績報告まで網羅したセミナーを開催いたします。人事院勧告分に対する不明点を解決

する機会として、是非ご活用ください。

4月以降の
月額給与への

反映

人勧分について、
翌年度の月額給与への

反映を実施









このような皆様は、
是非1度セミナーにご参加ください
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recommendation

人事院勧告分の制度の仕組みがわからない

自園のやり方が合っているか不安に感じている

自分で勉強をしたけれども、自分の理解があっているか不安

人事院勧告分を職員の処遇アップにもっとうまく活用したいと感じている

賃金改善計画書の作成、実績報告書の作成方法がわからない

人事院勧告分において損をしない対応方法がわからない

自治体担当者が制度に詳しくなく、自園の対応方法があっているか不安

人事院勧告分による事業主負担分の法定福利費の計算方法がわからない

職員から人事院勧告分に関する質問があった際にうまく答えられない

人事院勧告の仕組みを職員に説明し、納得感やモチベーションを高めたい

職員への具体的な配分方法について、公平なルール作りをしたい

改定を一過性のものにせず、キャリアパス制度の充実に繋げたいと考えている

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

人事院勧告に伴う公定価格の改定は、制度が複雑で年度末の忙しい時期に対応が必要な煩わ

しい制度だと考えている方も多いかと思いますが、一方で、地域の物価高騰や地域別最低賃

金の上昇にタイムリーに対応し、職員の給与に反映できるというメリットもあります。

是非人勧分について理解を深め、採用競争力を高めるとともに職員にとって長く働き続け

ることのできる職場環境づくりに取り組んでいただけますと幸いです。


